
 

 

大阪市債権管理・回収業務支援弁護士要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市債権管理・回収業務

支援弁護士（以下「支援弁護士」という。）の勤務条件等に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（選考方法） 

第２条 支援弁護士の選考は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者で弁護

士会が推薦する者のうちから行うものとする。 

(1) 弁護士法（昭和24年法律第205号）第８条の弁護士名簿に登録されている

こと 

(2) 弁護士としての実務経験が３年以上であること 

(3) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号に該当しないこと 

（任期の更新に係る支援弁護士の同意） 

第３条 財政局税務総長（以下「税務総長」という。）は、大阪市非常勤嘱託職

員要綱第４条第２項の規定により任期の更新をする場合には、あらかじめ、

当該更新の対象となる支援弁護士の同意を得なければならない。 

（服務規律等） 

第４条 支援弁護士が遵守する服務規律等は次の事項とする。 

(1) 地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じ、本市にお

ける服務規律を遵守すること 

(2) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第67条の規定に基

づき、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用しないこと 

(3) 前各号に違反した場合には、関係規定に基づく人事上の処分がなされ、



 

 

又は罰則が適用されても異議がないこと 

（勤務時間） 

第５条 支援弁護士の勤務時間は、１週間について３時間とする。 

２ 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの５日間において税務

総長が指定する１日の午後１時から午後５時30分までの間において税務総長

が指定する３時間とする。 

３ 税務総長は、業務上必要があると認める場合には、前項による勤務時間等

の割振りを変更することができる。 

（休日） 

第６条 次に掲げる日は、支援弁護士の休日とする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。）

に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

(4) 月曜日から金曜日までの５日間のうち税務総長が指定する日（前２号に

掲げる日を除く。） 

（時間休暇の換算） 

第７条 １時間を単位とする年次休暇は、３時間をもって１日に換算する。 

（報酬等の支給方法） 

第８条 支援弁護士の報酬及び通勤に係る費用弁償は、特別の事情がない限り、

その月分を翌月の17日（１月に限り18日）に支給する。ただし、その日が次

の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日に支給する。 

(1) 日曜日（次号に掲げる日を除く。）又は祝日法に規定する国民の祝日（以

下「祝日」という。） その翌日 

(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日 



 

 

(3) 土曜日 その前日 

（通称） 

第９条 支援弁護士は、大阪市債権管理・回収アドバイザーと称することがで

きる。 

（施行の細目） 

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、税務総長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成27年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 

 

 


